
 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 村税収納・滞納管理事務システム 

実施機関の名称 南阿蘇村 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
南阿蘇村 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 村税の滞納整理 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４異動事由、５電話番号、

６口座、７勤務先及び収入、８戸籍情報、９生活保護情

報、10 税目、11 課税及び対象年度、12 通知書番号、13

賦課情報、14未納額、15滞納額、16 督促料、17 延滞金、

18 債務承認及び納税誓約情報、19 滞納処分情報、20 徴

収猶予情報、21 執行停止情報、22 時効情報、23 欠損情

報、24 督促状及び催告書送付情報、25 折衝履歴、26 預

貯金等財産情報 

記録範囲 村税の滞納者 

記録情報の収集方法 

他市町村への実態調査、福祉事務所への生活保護受給に

関する調査、金融機関への預貯金調査、年金事務所への

年金加入に関する調査、生命保険会社への保険加入に関

する調査、給与支払者に対する給与及び賞与調査、臨戸

訪問による聞き取り調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

勤務先及び収入、戸籍情報、生活保護情報、滞納額、滞

納処分情報、預貯金等財産情報 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）南阿蘇村役場税務課 

（所在地）南阿蘇村大字河陽１７０５番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別  法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第７項に該当

するファイル 

☐有 ☐無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備   考  

 

 

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 村・県民税賦課課税情報ファイル 

実施機関の名称 南阿蘇村 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
南阿蘇村 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 村・県民税の課税に利用 

記録項目 

１氏名、２生年月日：年齢、３性別、４住所、５電話番

号、６宛名異動情報、７行政区、８賦課課税情報（勤務

先、９所得（収入内容・金額）、10 控除（控除内容・金

額）、11税額、12 扶養人数（世帯構成） 

記録範囲 
村・県民税賦課課税対象者（申告による非課税対象者を

含む） 

記録情報の収集方法 税務ランシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
勤務先・収入状況 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）南阿蘇村役場税務課 

（所在地）南阿蘇村大字河陽１７０５番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別  法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第７項に該当

するファイル 

☐有 ☐無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備   考  

 

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 申告受付情報ファイル 

実施機関の名称 南阿蘇村 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
南阿蘇村 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
確定申告受付・住民税申告受付・課税資料取込・国税連携・

資料合算処理・イメージ管理により適正な村・県民税の課

税に利用 

記録項目 
１世帯主、２住所、３世帯員（氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ・生年月日・

性別・続柄・年齢）、４申告情報 

記録範囲 申告年１月１日時点の住民 

記録情報の収集方法 

特別徴収義務者から提出された給与支払報告書、本人か

らの申告書、税務署からの確定申告書の写し、日本年金

機構からの年金支給者リストにより収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
世帯ごとの収入状況 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）南阿蘇村役場税務課 

（所在地）南阿蘇村大字河陽１７０５番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別  法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第７項に該当

するファイル 

☐有 ☐無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備   考  

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税賦課課税情報ファイル 

実施機関の名称 南阿蘇村 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
南阿蘇村 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
賦課資料入力、減免申請受付、更正決議、賦課照会、情報

連携等により適正な国民健康保険税の課税に利用 

記録項目 

１世帯主、２住所、３世帯員（氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ・生年月日・

性別・続柄・年齢）、４住民税課税情報、５国民健康保険

資格情報、６国民健康保険税課税情報、７国民健康保険

税収滞納関係情報 

記録範囲 
国民健康保険加入者及び国民健康保険に加入していた

者 

記録情報の収集方法 
本人から提供される国民健康保険届兼退職被保険者等

申請書、収入状況及び職権 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
世帯ごとの国民健康保険加入状況及び収納情報 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）南阿蘇村役場税務課 

（所在地）南阿蘇村大字河陽１７０５番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別  法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第７項に該当

するファイル 

☐有 ☐無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備   考  

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税賦課課税事務ファイル 

実施機関の名称 南阿蘇村 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
南阿蘇村 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の課税 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４異動日、５所有形態、 

６車名、７型式、８車台番号、９総排気量 

記録範囲 
軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の

小型自動車の納税義務者 

記録情報の収集方法 

本人から提出される軽自動車税申告書（新規、異動、廃

車）、軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書、軽自

動車税廃車申告書兼標識返納書、軽自動車税減免申請書

又は地方公共団体情報提供システム（J-lis）から提供さ

れる情報により収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 軽ＪＮＫＳ（軽自動車税納付確認システム） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）南阿蘇村役場税務課 

（所在地）南阿蘇村大字河陽１７０５番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別  法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第７項に該当

するファイル 

☐有 ☐無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備   考  

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 固定資産税（土地・家屋）賦課課税情報ファイル 

実施機関の名称 南阿蘇村 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
南阿蘇村 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税（土地・家屋）の課税 

記録項目 

１氏名、２住所、３宛名異動情報、４課税年度・通知書

番号、５税額、６非課税理由、７所在地番、８地目、９

地積、10 画地番号、11 比準単価、12基準単価、13間口・

奥行の長さ、14 補正の有無、15 床面積、16 物件番号、

17 種別・用途、18 階層、19 再建築表点数、20建築年、

21 評価額、22 課税標準額、23 軽減課標、24 減免課標、

25 土地・家屋別の評価額、26 小規模・一般・非住宅の地

積、27 登記年月日・原因年月日、28 共有者の持分、29

宛名番号 

記録範囲 土地・家屋の所有者 

記録情報の収集方法 
法務局からの通知、実地調査、関係届及び関係申請書に

より収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）南阿蘇村役場税務課 

（所在地）南阿蘇村大字河陽１７０５番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別  法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第７項に該当

するファイル 

☐有 ☐無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備   考  

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 固定資産税（償却資産）賦課課税情報ファイル 

実施機関の名称 南阿蘇村 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
南阿蘇村 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税（償却資産）の課税 

記録項目 

１氏名、２住所、３宛名異動情報、４課税年度・通知書

番号、５税額、６種類別取得価額及び合計、７種類別評

価額及び合計、８種類別評価額及び合計、９種類別決定

価格及び合計、10 種類別特例控除課税標準額及び合計、

11 特例控除前課標、12 種類別控除後課税標準額及び合

計、13 帳簿価額及び合計、14 種類別前年取得価額、15

種類別前年中減少取得価額、16 種類別前年中増加取得価

額、17 資産の名称、18資産の数量、19資産の取得年月、

20 資産の取得価額、21 資産の耐用年数、22 評価額、23

帳簿価格、24 特例適用の有無、25 減免適用の有無、26

課税標準、27 宛名番号 

記録範囲 償却資産の所有者 

記録情報の収集方法 
納税義務者からの申告書、実地調査、関係届及び関係申

請書により収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）南阿蘇村役場税務課 

（所在地）南阿蘇村大字河陽１７０５番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別  法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第７項に該当

するファイル 

☐有 ☐無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
 

備   考  

 


